
『
金
瓶
梅
詞
話
』
に
表
さ
れ
た
明
代
女
性
の
頭
部
装
身
具
に
関
し
て

張

紅
琳

は
じ
め
に

今
日
の
中
国
前
近
代
服
飾
研
究
に
は
、
文
献
史
料
と
し
て
、
ほ
ぼ
正
史
、
会
要
、
典
章
会
典
、
文
学
、
類
書
、
筆
記
な
ど
に
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
が
用
い
ら
れ
、
出
土
文
物
を
史
料
と
す
る
場
合
に
は
、
皇
室
や
官
僚
の
墳
墓
の
副
葬
品
に
対
象
を
限
定
し
て
い
る

と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
で
は
、
上
記
の
も
の
に
か
ぎ
ら
ず
、
詩
や
小
説
に
書
か
れ
た
も
の
ま
で
、
網
羅
的
に
研
究

対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
の
生
活
を
活
写
し
た
市
井
小
説
は
、
他
の
資
料
に
比
べ
て
、
実
社
会
そ
の
も
の
を
反
映
し
て
お

り
重
要
な
服
飾
研
究
資
料
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
代
の
代
表
的
市
井
小
説
で
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
物
が
登
場

す
る
『
金
瓶
梅
詞
話
』
を
研
究
対
象
と
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
上
記
の
資
料
の
ほ
か
、
元
代
に
誕
生
し

た
芸
能
の
一
種
で
あ
る
雑
劇
の
脚
本
、
地
方
に
伝
わ
る
人
物
像
、
お
よ
び
出
土
文
物
を
も
参
照
し
、
小
説
に
登
場
す
る
各
々
の
女
性

の
生
活
環
境
や
社
会
地
位
の
変
化
が
、
頭
部
装
身
具
の
変
化
か
ら
も
看
取
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
小
論
で
は
『
金
瓶
梅

詞
話
』
に
表
さ
れ
た
明
代
女
性
た
ち
の
髪
型
と
そ
の
髪
飾
り
を
中
心
と
し
て
論
じ
る
。
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な
お
、
小
論
は
諸
本
の
中
で
、
一
六
一
〇
年
初
版
の
『
金
瓶
梅
詞
話
』
の
影
印
本
（
大
安
書
店

一
九
六
三
年
版
、
以
下
『
金
瓶

梅
』
と
簡
称
す
る
）
に
基
づ
い
て
論
述
す
る
。
小
論
の
表
記
法
は
、
ま
ず
文
中
の
装
身
具
の
素
材
、
形
状
と
色
彩
を
描
い
た
部
分
を

抽
出
し
て
詳
し
く
説
明
を
加
え
、
後
の
（

）
内
に
、
原
文
の
服
飾
名
称
を
示
し
た
。
そ
の
名
称
を
含
む
引
用
文
に
は
日
本
語
訳
を

付
け
、
原
文
は
註
に
示
し
た
。

一

頭
部
装
身
具

装
身
具
の
中
で
、
頭
部
装
身
具
は
、
髪
飾
り（
男
性
は
帽
子
も
含
む
）、
耳
飾
り
、
首
飾
り
を
指
し
、
ま
た
、
結
い
上
げ
た
マ
ゲ
の

形
は
、
そ
の
マ
ゲ
に
合
う
髪
飾
り
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
髪
形
も
頭
部
装
身
具
の
範
囲
に
入
れ
た
。

明
初
、
女
性
の
髪
形
は
宋
代
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
が
、
世
宗
の
嘉
靖
年
間（
一
五
二
二
〜
一
五
六
六
）か
ら
、
変
化
が
多
く
な
っ

た
と
見
ら

１
）

れ
る
。
そ
れ
か
ら
、『
金
瓶
梅
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
万
暦
中
期
（
一
五
七
三
〜
一
六
二
〇
）
ま
で
は
、
五
十
年
も
経
っ

て
い
た
。
国
家
政
治
の
安
定
や
手
工
業
の
発
達
に
従
っ
て
、
明
代
女
性
の
装
身
具
の
製
作
技
巧
は
前
よ
り
更
に
精
密
で
、
優
れ
た
も

の
と
な
っ
た
。
唐
宋
か
ら
の
伝
統
技
術
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
ま
た
西
域
か
ら
入
っ
て
き
た
象
嵌
金
細
工
技
術
も
発
達
し
て
い
た
。

加
え
て
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
変
化
は
速
く
、
種
類
も
豊
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
製
作
技
術
に
対
し
て
は

た
ゆ
ま
ず
改
善
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
、
以
下
の
史
料
に
も
見
え
る
。

南
京
女
性
の
服
飾
は
、
三
十
年
前
（
即
ち
嘉
靖
、
隆
慶
年
間
）
ま
で
、
ほ
ぼ
十
余
年
間
に
一
度
の
変
化
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
万

暦
か
ら
後
、
二
、
三
年
が
過
ぎ
な
い
う
ち
に
、
マ
ゲ
の
大
き
さ
や
高
さ
、
袖
の
幅
や
長
さ
、

２
）

花

の
型
や
染
付
け
、
鬢
や
髪
飾
り
、

髪
の
留
め
方
、
靴
の
巧
み
な
作
り
方
に
は
、
す
べ
て
新
し
い
変
化
が
生
ま
れ
た
。
す
で
に
流
行
し
て
い
る
時
に
、（
流
行
に
乗
り
遅
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れ
た：

筆
者
補
足
）
民
衆
が
こ
れ
を
美
し
い
と
思
っ
て
、
流
行
し
て
い
る
も
の
を
皆
身
に
付
け
て
も
、
流
行
に
敏
感
な
人
は
口
を

覆
っ
て
笑
わ
な
い
人
は
い

３
）

な
い
。（『
客
座

４
）

贅
語
』
巻
九
服
飾
）

『
客
座
贅
語
』
は
万
暦
四
十
五
年
（
一
六
一
七
）
に
顧
起
元
（
一
五
六
五
〜
一
六
二
八
）
に
よ
っ
て
編
纂
、
翌
年
に
発
刊
さ
れ
た
。

顧
は
江
寧
（
南
京
）
出
身
で
あ
る
か
ら
、
南
京
の
服
飾
を
自
ら
見
て
い
た
の
で
あ
る
。『
金
瓶
梅
』
も
こ
の
頃
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
、

『
客
座
贅
語
』
の
写
実
的
筆
法
に
よ
り
、『
金
瓶
梅
』
に
描
か
れ
た
装
身
具
と
対
照
す
る
こ
と
で
当
時
の
服
飾
を
確
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
髪
型
に
関
し
て
は
、『
客
座
贅
語
』、『
金
瓶
梅
』
双
方
と
も
に
「
○
○
髻
」
と
い
う
言
葉
で
髪
型
の
マ
ゲ
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

『
金
瓶
梅
』
に
表
わ
さ
れ
た
女
性
達
の
マ
ゲ
の
形

史
書
に
よ
る
と
女
性
は
、
十
五
歳
か
ら
髪
を
結
い
上
げ
て
、
簪
で
マ
ゲ
を
固
定
す
る
「

５
）

笄
礼
」
と
呼
ば
れ
る
儀
式
を
行
な
っ
た
。

勿
論
明
代
に
入
っ
て
も
行
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
が
連
綿
と
絶
え
ず
に
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
金
瓶
梅
』に
描
か

れ
た
女
性
達
の
マ
ゲ
の
形
は
、

一

「
一イッ
カ

絲シ
杭コウ
州シュウセン
」、
二
「
挑チョウ
鳳ホウ
髻ケイ
」
と
「
宝ホウ
髻ケイ
」、
三
「
雲ウン
絲シ
銀ギン
髻ケイ
」
と
「
銀ギン
絲シ
雲ウン
髻ケイ
」
と
い
う
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
マ
ゲ
型
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
が
見
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
例
に
取
り
上
げ
た
該
当
小
説
の
登
場
人

物
ら
の
間
柄
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

◯一
西
門
慶
の
家
族

一

呉
月
娘
は
、
正
妻

二

孟
玉
楼
は
、
三
番
目
の
妾
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三

金
蓮
は
、
五
番
目
の
妾

四

李
瓶
児
は
、
六
番
目
の
妾

五

春
梅
は
、

金
蓮
の
下
女
で
、
後
に
周
秀
の
妾

六

如
意
は
、
西
門
慶
と
李
瓶
児
の
長
男
の
乳
母

◯二
西
門
慶
の
交
際
相
手
の
遊
女

一

李
貴
姐
は
、
李
家
の
遊
女

二

鄭
愛
香
は
、
鄭
家
の
遊
女

三

鄭
愛
月
は
、
鄭
家
の
遊
女

四

呉
銀
児
は
、
呉
家
の
遊
女

◯三
西
門
慶
の
商
売
を
手
伝
う
人
の
家
族

一

宋
惠
蓮
は
、
鄭
来
旺
の
妻

二

王
六
児
は
、
韓
道
国
の
妻

三

四
娘
子
は
、

地
傳
の
娘
で
あ
り
、
後
に
夏
延
齢
の
妾

◯四
皇
室
の
間
柄

一

喬
五
太
太
は
、
世
襲
指
揮
使
喬
五
の
正
夫
人
で
あ
り
、
ま
た
東
宮
貴
妃
の
伯
母
で
あ
り
、
の
ち
彼
女
の
娘
で
あ
る
喬
長
姉

は
西
門
慶
の
長
男
で
あ
る
官
哥
と
婚
約
し
た
。

二

藍
氏
は
、
内
府
御
前
の
生
活
を
管
理
す
る
宦
官
で
あ
り
藍
宦
官
の
姪
で
あ
る
。
の
ち
、
内
府
御
前
の
人
を
管
理
す
る
何
宦

官
の
甥
と
結
婚
し
た
。

◯五
そ
の
他
、
文
嫂
児
は
媒
酌
人

二
・
一

一イッ
カ

絲シ
杭コウ
州シュウセン

「
一

絲
杭
州

」
は
、
明
代
女
性
の
マ
ゲ
形
の
一
種
で

６
）

あ
る
。「
セン

」（cu
a
n

）
は
も
と
も
と
「
集
め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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つ
ま
り
自
毛
を
頭
の
後
ろ
に
纏
い
つ
け
て
一
束
と
し
、
円
を
描
く
よ
う
に
結
い
あ
げ
た
髪
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ゲ
は
、
短
時

間
で
つ
く
る
こ
と
が
で
き
、
付
け
髪
も
い
ら
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
自
分
の
髪
を
結
い
上
げ
る
と
き
、
自
然
に
形
が
で
き
て
こ
そ
、

杭
州
の
遊
女
た
ち
の
遊
び
心
と
セ
ン
ス
を
表
現
で
き
る
。
更
に
「
杭
州

」
と
名
づ
け
た
の
は
、
最
初
杭
州
の
遊
女
た
ち
が
こ
の
マ

ゲ
の
形
を
作
り
上
げ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。『
金
瓶
梅
』
の
中
で
は
、
西
門
慶
と
関
わ
る
遊
女
た
ち
し
か
「
一

絲
杭
州

」
を
し

て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
『
金
瓶
梅
』
の
中
で
、
い
つ
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
大
胆
な

金
蓮
は
一
回
だ
け
こ
の
マ
ゲ
に
し
た
こ
と

が
あ
る
。
以
下
は
『
金
瓶
梅
』
の
中
に
描
か
れ
た
「
一

絲
杭
州

」
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。

・
李
貴
姐（
十
五
、
第
十
五
回
の
省
略
で
あ
る
。
以
下
同
様
）「
…
普
段
の
ま
ま
の
束
ね
髪
に
、
杭
州
産
の
マ
ゲ
用
ネ
ッ
ト
で
後
ろ

に
ま
と
め
、
金
の
簪
や
、
翡
翠
で
作
っ
た
梅
の
花
模
様
の
つ
い
た
小
さ
い
髪
留
め
を
髪
に
と
め
た
り
、
真
珠
で
飾
っ
た
カ
チ
ュ
ー

シ
ャ
を
頭
に
は
め
て
…
」

・

金
蓮
（
二
七
）「
…
後
ろ
に
杭
州
産
の
雲
の
模
様
の
翡
翠
が
付
い
た
マ
ゲ
用
ネ
ッ
ト
で
マ
ゲ
を
包
ん
だ
り
し
た
…
」

・
鄭
愛
月
（
五
九
）「
…

髻
を
被
せ
ず
に
、
杭
州
産
の
マ
ゲ
用
ネ
ッ
ト
で
包
ん
で
あ
り
…
」

・
鄭
愛
月
・
鄭
愛
香
（
六
八
）「
…
頭
に
ラ
ッ
コ
の
毛
皮
の
抹
額
を
つ
け
、
マ
ゲ
に
杭
州
産
の
梅
の
模
様
の
翡
翠
が
付
い
た
マ
ゲ
用

ネ
ッ
ト
で
マ
ゲ
を
包
ん
だ
り
し
た
…
」

・
鄭
愛
月（
七
七
）「
…
頭
に
束
ね
た
髪
を
杭
州
産
の
マ
ゲ
用
ネ
ッ
ト
で
包
ん
で
、
翡
翠
の
梅
の
花
模
様
の
髪
留
め
や
、
金
め
っ
き

の
簪
や
櫛
を
つ
け
て
、
ラ
ッ
コ
の
毛
皮
の
抹
額
を
巻
い
て
い
る
…
」

以
上
五
ヶ
所
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
「
一

絲
杭
州

」
の
髪
型
は
、
金
の
簪
（
金
累
絲

）
を
付
け
た
り
、
翡
翠
で
作
っ
た
梅

の
花
模
様
の
つ
い
た
小
さ
い
髪
留
め
（
翠
梅
花

児
）
を
髪
に
貼
り
つ
け
た
り
、
真
珠
で
飾
っ
た
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
（
珠
子
箍
児
）
を

頭
に
巻
き
つ
け
た
り
、
雲
の
模
様
の
翡
翠
が
付
い
た
マ
ゲ
用
ネ
ッ
ト
（
翠
雲
子
網
兒
）
で
マ
ゲ
を
包
ん
だ
り
し
た
。
そ
し
て
冬
の
場
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合
は
更
に
、
ラ
ッ
コ
の
毛
皮
で
作
っ
た
抹
額
（
海
獺
臥
兎
兒
）
と
一
緒
に
組
み
合
わ
せ
て
使
っ
た
。
以
上
か
ら
、
明
代
で
は
、「
一

絲
杭
州

」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
髪
型
が
杭
州
の
遊
女
に
愛
さ
れ
て
、
そ
れ
が
余
所
ま
で
も
伝
わ
っ
て
流
行
し
て
い
る
こ
と
を
知
り

得
る
の
で
あ
る
。

二
・
二

挑チョウ
鳳ホウ
髻ケイ
と
宝ホウ
髻ケイ

一
つ
の
髪
型
を
作
る
た
め
に
、
必
ず
付
け
髪
を
用
い
て
マ
ゲ
型
を
変
化
さ
せ
る
の
は
、「
挑
鳳
髻
」
と
「
宝
髻
」
で
あ
る
。
勿
論
明

代
に
は
、
ま
だ
他
の
マ
ゲ
型
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
金
瓶
梅
』
に
描
か
れ
た
マ
ゲ
型
を
中
心
に
見
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
明
代

の
マ
ゲ
型
に
関
し
て
は
、『
客
座
贅
語
』
巻
四
女
飾
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
と
照
合
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

い
ま
、
南
京
女
性
の
装
身
具
は
…

髻
（
あ
げ
ま
き
マ
ゲ
）
も
あ
っ
て
、
雲
髻
も
あ
る
。
俗
は
「
仮
マ
ゲ
」
と
も
言
う
。
そ
の

形
は
漢
や
晋
の
「
大
手
髻
」
に
始
ま
る
。
鄭
玄
（
一
二
七
〜
二
〇
〇
）
が
い
う
「

」
や
、
唐
の
人
の
い
う
「
義
髻
」
の
こ
と

で

７
）

あ
る
。

「
挑
鳳
髻
」
と
「
宝
髻
」
の
「
髻
」
は
、
現
代
に
お
け
る
付
け
マ
ゲ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
の
髪
や
馬
の
尾
の
毛
を
素
材
と
し
て
、

形
を
整
え
た
付
け
マ
ゲ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
金
瓶
梅
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

・
李
瓶
児
（
二
〇
）「
…
真
珠
を
く
わ
え
た
鳳
凰
の
簪
を
二
本
マ
ゲ
に
挿
し
…
」

・

月
娘
（
四
三
）「
…
頭
に
真
珠
や
宝
石
を
満
遍
な
く
つ
け
て
い
て
…
」

李
瓶
児
は
も
と
も
と
「
広
南
鎮
守
」
の
息
子
の
嫁
の
身
分
だ
っ
た
。
第
二
十
回
は
、
彼
女
が
西
門
慶
の
愛
妾
と
し
て
西
門
家
へ
入

る
日
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
挑
鳳
髻
」
は
彼
女
の
身
分
と
相
応
し
い
晴
れ
着
に
合
わ
せ
た
マ
ゲ
形
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
四
十

三
回
に
描
写
さ
れ
た
呉
月
娘
の
宝
石
や
真
珠
が
つ
い
た
「
宝
髻
」
は
晴
れ
着
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
呉
月
娘
は
官
僚
と
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な
っ
た
（
第
三
十
回
に
「
金
吾
偉
副
千
戸
」）
西
門
慶
の
正
妻
と
し
て
、
西
門
慶
と
李
瓶
児
の
間
に
生
ま
れ
た
官
哥
は
、
喬
五
太
太
の

娘
で
あ
る
喬
長
姉
と
姻
戚
関
係
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
皇
帝
の
親
戚
で
あ
る
喬
五
太
太
と
、親
戚
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
盛
大
な
日
に
、
外

８
）

命
婦
の
礼
服
と
合
わ
せ
て
、
付
け
た
マ
ゲ
形
だ
と
み
な
せ
る
。
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
場
面
か
ら
、
付
け
髪
を

使
っ
て
、
豪
華
な
マ
ゲ
の
形
を
整
え
る
の
は
、
晴
れ
姿
と
正
式
な
場
面
で
の
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
挑
鳳
髻
」と「
宝

髻
」
の
よ
う
な
マ
ゲ
形
は
、
あ
る
程
度
の
社
会
地
位
に
就
い
た
女
性
で
な
い
と
、
付
け
ら
れ
な
い
マ
ゲ
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

二
・
三

雲ウン
絲シ
銀ギン
髻ケイ
と
銀ギン
絲シ
雲ウン
髻ケイ

・
春
梅（
二
九
）「
…
頭
に
銀
メ
ッ
キ
の
マ
ゲ
を
つ
け
て
い
て
…
」、「
…
普
段
の
ま
ま
の
束
ね
髪
に
銀
メ
ッ
キ
の
マ
ゲ
を
つ
け
て
い

て
…
」

明
代
の
既
婚
女
性
は
必
ず

髻
を
つ
け
、
そ
れ
に
対
し
て
未
婚
女
性
は
代
わ
り
に
自
毛
で
「
髻
」
を
結
い
上
げ
る
の
が
習
わ
し
で

あ
っ
た
。
春
梅
は
未
婚
女
性
で
、
ま
た

金
蓮
の
下
女
と
し
て
、
自
毛
の
マ
ゲ
を
結
い
上
げ
、
銀
メ
ッ
キ
の
付
け
マ
ゲ（
銀
絲
雲
髻
、

雲
絲
銀
髻
）
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
士
呉
神
仙
は
彼
女
の
人
相
を
見
て
、「
必
ず
冠
を
被
る
」（
必
戴
珠
冠
）
と

断
言
し
た
（
後
述
）。『
金
瓶
梅
』
の
春
梅
に
対
す
る
描
写
か
ら
、
道
士
が
彼
女
を
見
て
、
将
来
の
出
世
を
予
言
し
た
。
女
性
の
マ
ゲ

形
と
髪
飾
り
の
変
化
は
、
そ
の
女
性
の
運
命
的
な
変
化
も
表
現
で
き
、
そ
の
女
性
の
社
会
地
位
も
表
わ
せ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。『

金
瓶
梅
』
に
お
け
る
、
人
物
描
写
は
単
に
外
見
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
か
ら
、
そ
の
人
物
の
個
性
も
生

き
生
き
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

金
蓮
に
は
西
門
慶
の
好
み
を
知
り
な
が
ら
、
遊
女
の
風
情
を
真
似
し
、「
一

絲
杭
州

」
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に
さ
せ
て
い
る
。「
一

絲
杭
州

」と
は
、
と
に
か
く
男
性
の
気
を
惹
き
、
愛
さ
れ
る
よ
う
に
結
い
上
げ
た
マ
ゲ
形
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

李
瓶
児
に
は
西
門
慶
と
の
結
婚
の
日
に
、
そ
の
年
齢
と
、
も
と
高
級
官
僚
の
嫁
で
あ
っ
た
地
位
に
相
応
し
い
「
挑
鳳
髻
」
を
結
わ

せ
、
正
妻
呉
月
娘
に
は
、
夫
西
門
慶
も
す
で
に
官
僚
と
な
っ
て
、
ま
た
皇
室
の
親
戚
と
縁
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
高
貴

な
身
分
を
表
わ
せ
る
よ
う
に
と
「
宝
髻
」
に
し
て
い
る
。「
挑
鳳
髻
」
と
「
宝
髻
」
は
、
社
会
的
地
位
が
高
い
貴
婦
人
が
晴
れ
着
と
合

わ
せ
る
と
き
に
用
い
る
付
け
髪
で
、
派
手
な
形
に
し
た
マ
ゲ
型
で
あ
る
。
最
後
に
、
春
梅
は

金
蓮
に
一
番
愛
さ
れ
た
下
女
と
し
て
、

簡
単
で
ま
た
清
楚
な
姿
を
表
わ
す
「
雲
絲
銀
髻
」
に
し
た
。「
雲
絲
銀
髻
」
は
、
未
婚
で
富
貴
な
屋
敷
で
働
く
下
女
の
マ
ゲ
形
で
あ
ろ

う
。
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
マ
ゲ
形
は
、『
金
瓶
梅
』の
中
で
い
ず
れ
も
特
定
の
身
分
に
属
す
女
性
た
ち
の
マ
ゲ
形
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
の
で
あ
る
。

三

『
金
瓶
梅
』
に
表
わ
さ
れ
た

髻

三
・
一

テキ
髻ケイ
と
は

「

」
は
、
形
声
文
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
部
に
あ
る
「

」
の
字
は
髪
の
こ
と
を
指
す
が
、
下
部
に
あ
る
「
狄テキ
」（d

i

）
は
文
字

の
発
音
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
「

」、「

」、「

」
と
も
書
く
が
、
現
代
で
は
滅
多
に
使
わ
な
い
漢
字
で
あ
る
。
ち
な
み
に
声

部
で
あ
る
「
狄
」
は
、
春
秋
以
前
北
方
地
方
で
遊
牧
し
て
い
た
少
数
民
族
を
指
し
、
ま
た
最
下
位
の
官
吏
も

９
）

指
す
。「
狄
」
は
こ
こ
で

「

」
の
字
と
合
わ
せ
て
「

」
の
字
で
、
ま
た
マ
ゲ
を
意
味
す
る
「
髻
」
の
字
と
組
ん
で
、
一
つ
の
マ
ゲ
型
の
名
称
と
な
っ
て
い

る
。
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「

髻
」
と
い
う
言
葉
が
、
初
め
て
文
字
で
記
録
さ
れ
た
の
は
元
代
の
芝
居
（
雑
劇
）
の
劇
作
家
関
漢
卿
（
約
一
二
二
五
〜
一
三

〇
〇
）
作
『
感
天
動
地

冤
』
の
中
で
、
登
場
人
物
で
あ
る
老
婦
人
蔡
婆
婆
の
白
い
マ
ゲ
を
「
霜
雪
般
白

髻
」
と
描
写
し
て
い

る
。
ま
た
、
王
実
甫
（
約
一
二
六
〇
〜
一
三
三
六
）
作
『
西
廂
記
』
の
中
で
、
登
場
人
物
で
あ
る
張
生
が
鴬
鴬
の
マ
ゲ
を
見
た
と
き

に
、「
雲

佛
墜
金

、
偏
宜

髻
児
歪
」
と
形
容
し
た
。
さ
ら
に
、

仲
名
（
一
三
四
三
〜
一
四
二
三
）
作
『
荆
楚
臣
重
対
玉
梳

記
』
の
登
場
人
物
で
、
遊
女
の
顧
玉
香
は
自
分
を
「
油

髻
太
歳
」
と
表
現
し
、『
錦
雲
堂
暗
定
連
環
計
』
に
も
、
登
場
人
物
王
允
が

貂
蝉
の
こ
と
を
歌
っ
た
「
油
掠
的

髻
児
光
」
と
の
表
現
も
あ
る
。
以
上
の
表
現
か
ら
、
元
の
時
代
に
お
い
て

髻
は
一
つ
の
マ
ゲ

形
で
あ
り
、
そ
の
マ
ゲ
自
身
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で

10
）

あ
る
。

『
明
史
』（
中
華
書
局

一
九
七
四
）
巻
六
十
七
・
志
第
四
十
三
・
輿
服
三
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

宮
中
の
女
性
演
奏
家
の
冠
服
は
、
洪
武
三
年
（
一
三
七
〇
）
に
制
定
さ
れ
た
。
凡
そ
宮
中
の
女
性
の
宮
中
楽
団
の
人
、
車
の
世

話
も
す
る
女
性
た
ち
は
、
冠
服
の
色
と
同
じ
色
の

髻
を
付

11
）

け
る
。

こ
こ
で
の

髻
は
明
初
に
お
い
て
宮
廷
の
中
で
音
楽
を
演
奏
す
る
女
性
た
ち
の
、
マ
ゲ
の
上
に
布
製
の
も
の
を
被
せ
て
、
そ
し
て

そ
の
布
も
含
め
、
で
き
上
が
っ
た
マ
ゲ
形
を
指
す
。

以
上
の
史
料
か
ら
、

髻
と
い
う
言
葉
が
、『
金
瓶
梅
』が
出
版
さ
れ
る
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
、

髻
の
形
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
元
雑
劇
の
中
に
表
れ
た
マ
ゲ
型
か
ら
変
化
し
て
、『
明
史
』に
あ
る
よ
う
に
服
の
色
と
一
致

す
る
色
の
生
地
に
包
ま
れ
た
「
本
色

髻
」
の
マ
ゲ
型
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
狄
」
の
含
意
か
ら
見
る
と
、
下
層
社
会
の
庶
民
の
マ
ゲ

型
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

髻
が
、
戦
乱
期
の
元
末
に
お
い
て
、
一
般
大
衆
の
間
で
民
族
を
問
わ
ず
、
作
り
や
す
い
素
朴
な
マ
ゲ
形

が
流
行
っ
て
い
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
趨
勢
で
、
初
期
に
は
便
利
さ
を
求
め
る
が
、
次
第
に
美
し

さ
を
求
め
て
ゆ
く
流
れ
は
い
つ
の
時
代
で
も
共
通
し
て
い
る
現
象
で
あ
る
。

髻
で
も
、
本
来
の
ま
ま
で
あ
る
マ
ゲ
の
形
か
ら
生
地
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で
包
み
、
そ
れ
が
宮
廷
に
も
影
響
を
与
え
て
、
品
が
あ
り
、
し
か
も
社
会
的
地
位
が
低
い
宮
廷
女
性
演
奏
家
か
ら
始
ま
り
、
着
用
を

命
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
生
地
に
包
ま
れ
た

髻
の
マ
ゲ
の
形
が
再
び
一
般
大
衆
の
間
に
広
が
る
の
は
、
ま
だ
ま

だ
先
の
こ
と
で
あ
る
。

明
代
の
文
学
作
品
に
お
い
て
、
最
初
に

髻
と
い
う
言
葉
が
記
録
さ
れ
た
の
は
、
呉
承
恩
撰
『
西

12
）

游
記
』
で
あ
る
。『
西
游
記
』
は

周
知
の
通
り
、
神
魔
小
説
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
に
登
場
す
る
主
要
人
物
は
、
三
蔵
法
師
以
外
み
な
妖
怪
か
仙
人
で
あ
る
。
第
二
十

三
回
で
言
及
し
て
い
る
、「
時
様

髻

紗
漫
」の
老
婦
人
も
仙
人
か
ら
化
け
た
人
物
で
あ
る
。
彼
女
の
マ
ゲ
の
形
は
、
物
語
を
描
い

て
い
た
時
代
に
流
行
っ
て
い
た
（
時
様
）
黒
い
紗
（

紗
）
を
被
ら
せ
た
マ
ゲ
形
で
あ
る
。

ま
た
、
明
代
の
演
劇
服
飾
史
料
で
、
趙

美
撰
の
『
脈
望
館
抄
校
本
古
今
雑
劇
』
を
編
集
し
た
王
季
烈
校
の
『
弧
本
元
明

13
）

雑
劇
』

で
は
、
百
二
種
の
演
目
の
末
尾
に
「

14
）

穿
関
」
と
い
う
項
目
を
付
し
て
い
る
。
そ
こ
で
も
、「

髻
」、「

髻
手

」、「

髻
頭
面
」
に

言
及
し
て
い
る
の
で
、
表
一
に
ま
と
め
た
。

『
弧
本
元
明
雑
劇
』
の
「
穿
関
」
の
中
に
表
わ
さ
れ
た

髻
は
、
登
場
人
物
の
身
分
に
応
じ
て
使
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
種
類
も
増

え
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
。
そ
の
中
に
、
描
か
れ
た
普
通
の
マ
ゲ
形
で
あ
る

髻
は
変
わ
ら
ず
に
魔
女
に
使
わ
れ
て
い
る
。

マ
ゲ
を
ハ
ン
カ
チ
で
包
ん
だ
「

髻
手

」
は
、『
西
游
記
』
に
登
場
し
た
よ
う
な
貴
婦
人
か
、
媒
酌
人
に
使
わ
れ
て
い
る
。
マ
ゲ
形

に
被
せ
る
ハ
ン
カ
チ
に
は
特
定
の
形
が
あ
り
、
さ
ら
に
髪
飾
り
と
組
み
合
わ
せ
た
「

髻

15
）

頭
面
」
と
言
う
言
葉
が
初
め
て
使
わ
れ
、

し
か
も
伝
奇
的
な
美
女
や
若
い
女
性
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
で
、
漸
く
若
い
女
性
用
の

髻
を
付
け
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
穿
関
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
役
者
が
あ
る
人
物
に
扮
装
す
る
と
き
、
規
定
さ
れ
た
装
身
具
を
含
め
、
舞
台
衣
装
、
被

り
物
、
履
物
や
道
具
の
総
称
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
各
々
役
者
が
手
に
と
っ
て
、
あ
る
登
場
人
物
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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表
一
・『
弧
本
元
明
雑
戯
』・「

髻
」
に
関
す
る
演
目
と
そ
の
表
現

種

類

登
場
人
物

劇
名
・
場
（
折
）
番

年
代
・
作
者

年
代
・
版
本

髻

天
魔
女
、
地
魔
女
、
色
魔
女
、
運

魔
女

『
鎖
魔
鏡
』・
第
一
折

元
・
未
詳

①
明
・
刻
本

②
明
・
手
写
本

髻
手

媒
婆

『
破
窯
記
』・
第
三
折

元
・
未
詳

旦
兒

『
裴
度
還
帶
』・
第
一
折

元

明
・
手
写
本

旦

『
智
勇
定
齊
』・
第
一
折

元
・
鄭
徳
輝

明
・
手
写
本

媒
婆

『
劉
弘
嫁
婢
』・
第
二
折

元
・
未
詳

明
・
手
写
本

旦
兒

『
鬧
銅
臺
』・
第
一
折

未
詳
・
未
詳

明
・
手
写
本

大
旦
・

旦

『
九
宮
八
卦
陣
』

未
詳
・
未
詳

明
・
手
写
本

髻
頭
面

『
衣
錦
還
郷
』・
第
二
折

未
詳
・
未
詳

明
・
手
写
本

旦
兒

『
龍
門

秀
』・
第
三
折

未
詳
・
未
詳

明
・
手
写
本

劉
月

『
破
窯
記
』・
第
四
折

元
・
未
詳

明
・
手
写
本

正
旦
無
鹽
女

『
智
勇
定
齊
』・
第
二
折

元
・
鄭
徳
輝

明
・
手
写
本

蘭
孫

『
劉
弘
嫁
婢
』・
第
四
折

元
・
未
詳

明
・
手
写
本

小
喬

『
娶
小
喬
』・
第
四
折

未
詳
・
未
詳

明
・
手
写
本

貂
蝉

『

刀
劈
四
寇
』・
楔
子

未
詳
・
未
詳

明
・
手
写
本

大
旦

『
九
宮
八
卦
陣
』

未
詳
・
未
詳

明
・
手
写
本
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つ
ま
り
、
そ
の
中
で
表
現
さ
れ
た

髻
の
形
は
、
登
場
す
る
女
性
の
年
齢
や
社
会
的
地
位
に
関
ら
ず
、
そ
の
人
物
の
品
格
（
正
角
、

反
角
）
を
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
元
の
雑
劇
は
元
末
か
ら
明
代
に
か
け
て
、
町
の
隅
々
に
広
ま
り
、
役
者
が
扮
す
る
若
い
女
性
の
役
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
町

の
女
性
も
こ
れ
を
見
て
、
自
分
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
客
座
贅
語
』
巻
四
女
飾
で
、

い
ま
、
南
京
女
性
の
頭
に
つ
け
る
飾
り
で
は
、
…
そ
の
普
段
着
に
合
わ
せ
て
マ
ゲ
に
被
せ
る
の
は
、
金
や
銀
の
糸
、
或
い
は
馬

の
尾
の
毛
、
或
い
は
紗
で
作
っ
た
帽
子
の
よ
う
な
も
の
を
被
っ
て

16
）

い
る
。

と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、

髻
は
前
代
の
よ
う
な
た
だ
の
マ
ゲ
形
で
は
な
く
、
自
分
の
髪
に
付
け
る
仮
マ
ゲ
に
変
化
し
て
き

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
作
り
方
や
素
材
に
つ
い
て
、『
客
座
贅
語
』
巻
四
女
飾
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

い
ま
、
南
京
女
性
の
後
頭
部
に
つ
け
る
飾
り
は
、
針
金
を
織
り
上
げ
た
半
球
の
網
の
外
側
を
仮
髪
で
覆
う
。
マ
ゲ
の
半
分
の
高

さ
の
と
こ
ろ
で
、
マ
ゲ
の
上
に
被
せ
て
、
簪
で
と
め
る
。
名
づ
け
て
「
鼓
」
と

17
）

い
う
。

そ
し
て
『
金
瓶
梅
』
第
三
十
八
回
で
は
、

金
蓮
は
寂
し
く
西
門
慶
を
待
っ
て
い
る
間
に
、
寝
じ
た
く
を
し
よ
う
と
し
た
場
面
で

は
、「
仕
方
な
く
冠
を
外
し
て
」（
不
免
除
去
冠
児
）
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
が
、

金
蓮
の
家
庭
的
背
景
や
社
会
地
位
か
ら
見
て

も
、
こ
こ
の
冠
は
礼
服
に
合
わ
せ
る
冠
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
に
お
い
て

髻
と
は
マ
ゲ
に
被
せ
る
被
り
物
の
一

種
と
な
っ
て
い
て
、
マ
ゲ
を
固
定
す
る
小
道
具
で
あ
ろ
う
。
女
性
が
結
い
上
げ
た
マ
ゲ
は

髻
を
被
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ゲ
の

形
が
崩
れ
に
く
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
更
に

髻
に
髪
を
飾
る
簪
や
花

な
ど
髪
飾
り
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
髪
か
ら
ず

れ
な
い
よ
う
に
留
め
る
工
夫
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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三
・
二

『
金
瓶
梅
』
の
中
に
表
わ
さ
れ
た

髻

以
上
の
資
料
か
ら
、『
金
瓶
梅
』
の
中
で
描
写
さ
れ
た

髻
が
、
い
か
な
る
も
の
か
具
体
的
に
理
解
し
や
す
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
以
下
の
よ
う
に
『
金
瓶
梅
』
の
中
で
描
か
れ
た

髻
も
、
各
々
様
々
な
素
材
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

『
金
瓶
梅
』
の
中
に
描
か
れ
て
い
る

髻
と
は
、
髪
の
毛
、
銀
、

麻
や

紗
の
素
材
を
用
い
て
作
っ
た
、「
頭

髻
」、「
銀
絲

髻
」、「
白

布

髻
」、「
白

紗

髻
」と
数
種
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

髻
の
素
材
や
、
そ
れ
を
固
定
す
る
簪
の
素
材
と
模
様
は
、

こ
れ
を
装
着
す
る
女
性
の
社
会
地
位
や
、
経
済
的
状
況
を
示
す
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
被
り
物
の
形
式
に
も「
時

心
」

の
ス
タ
イ
ル
が
あ
っ
た（
後
述
）。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
あ
る
素
材
を
用
い
て
匠
み
の
手
を
加
え
、
下
は
大
き
い

円
で
、
上
が
尖
っ
た
円
錐
体
の
被
り
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
自
毛
で
結
い
上
げ
た
マ
ゲ
の
中
に
入
れ
て
、
簪
で
固
定
し
た

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

髻
は
挑
鳳
髻
、
宝
髻
と
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
貴
重
で
あ
っ
て
お
し
ゃ
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
故
に
、
小
論
で
は

髻
を
髪
飾
り
の
枠
に
入
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
以
下
、『
金
瓶
梅
』に
描
か
れ
た

髻
の
素
材
や
ス
タ
イ
ル
を
、

四
種
類
に
分
け
て
み
て
よ
う
。

三
・
二
・
一

頭トウ
髪ハツテキ
髻ケイ

『
金
瓶
梅
』
中
、「
頭
髪

髻
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
一
カ
所
に
し
か
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
。

・

金
蓮（
二
）「
…
頭
に
黒
い
髪
の

髻
を
か
ぶ
っ
て
、
そ
の
周
り
に
金
を
塗
っ
た
革
の
ふ
ち
で
飾
っ
て
い
る
…
周
り
に
小
さ
い

簪
を
綺
麗
に
挿
し
て
い
て
、
鬢
に
は
二
輪
の
花
を
斜
め
か
ら
挿
し
て
い
て
、
排
草
の
模
様
が
あ
る
櫛
で
後
ろ
を
整
え
…
」

こ
の
描
写
か
ら
見
る
と
、

金
蓮
が
ま
だ
西
門
慶
と
会
う
以
前
に
は
、
平
民
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
女
は
小

説
に
描
か
れ
た
登
場
人
物
の
中
で
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
言
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
場
面
で
は
、
彼
女
は
街
で
焼
餅

シャオピン（
中

国
北
方
地
域
の
食
品
。
小
麦
粉
を
発
酵
さ
せ
た
生
地
を
炭
釜
に
い
れ
、
天
火
で
焼
き
上
げ
た
た
て
丸
い
ナ
ン
の
よ
う
な
も
の
。）を
売
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る
武
大
郎
の
妻
で
あ
っ
て
、
明
代
の
風
習
に
従
え
ば
、
彼
女
は

髻
を
付
け
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
安
い
髪
の
素
材
で
作
っ
た

「
頭
髪

髻
」
で
あ
る
。
明
代
で
は
、
仮
に
金
銭
面
で
余
裕
が
あ
れ
ば
「
銀
絲

髻
」
を
付
け
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼

女
は
そ
の
安
い
「
頭
髪

髻
」
の
縁
に
、
羊
の
皮
に
金
箔
を
伸
ば
し
た
端
切
れ
を
ぐ
る
り
と
巻
き
付
け
、
そ
の
周
り
に
小
さ
な
簪
を

い
っ
ぱ
い
挿
し
て
い
る
。
そ
し
て
片
側
の
鬢
髪
に
、
夫
婦
が
睦
ま
じ
い
仲
で
あ
る
喩
え
と
す
る
ペ
ア
ー
の
花
を
斜
め
に
挿
し
て
い
る
。

さ
ら
に
香
料
と
し
て
使
わ
れ
る
排
草
（
薬
草
の
一
種
）
の
模
様
が
あ
る
櫛
で
マ
ゲ
の
後
ろ
を
固
定
し
て
い
る
。
こ
こ
の
排
草
は
、
西

門
慶
の
誕
生
日
の
と
き
に
、

金
蓮
が
彼
に
送
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
胸
当
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
胸
当
の
中
に
排

草
や
薔
薇
の
香
料
を
入
れ
た

18
）

こ
と
に
よ
っ
て
、
香
料
か
ら
発
散
し
た
強
い
匂
い
は
、
彼
女
が
強
い
印
象
を
与
え
よ
う
と
す
る
独
特
の

思
慮
で
あ
ろ
う
。

三
・
二
・
二

白ハクチョ
布ウフテキ
髻ケイ
・
白ハクスウ
紗シャテキ
髻ケイ

『
金
瓶
梅
』
の
中
に
「
白

布

髻
」
に
対
す
る
描
写
も
次
の
一
カ
所
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
李
瓶
児
が
元
の
夫
の
喪
に
服
し
て

い
る
期
間
の
こ
と
で
あ
る
。

・
李
瓶
児
（
十
四
）「
…
白
い

麻
の

髻
を
か
ぶ
っ
て
、
真
珠
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
で
固
定
し
て
い
て
…
」

「
白

布

髻
」
は
、
即
ち
白
い

麻
で
織
っ
た
生
地
（
白

布
）
で
付
け
マ
ゲ
を
巻
い
て
包
ん
だ

髻
で
あ
ろ
う
。
李
瓶
児
の

高
貴
な
身
分
と
相
応
し
く
す
る
た
め
に
、
真
珠
で
作
ら
れ
た
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
（
珠
子
箍
兒
）
で
マ
ゲ
を
固
定
し
て
い
た
。

ま
た
夏
に
な
る
と
、
白
い
絹
ク
レ
ー
プ
の
生
地
（
白

紗
）
を
使
っ
て

髻
を
巻
い
て
包
み
、
雲
の
よ
う
に
薄
く
白
い
生
地
で
で
、

清
々
し
く
て
夏
ら
し
い
「
白

紗

髻
」
マ
ゲ
の
型
へ
変
化
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
金
瓶
梅
』
は
以
下
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

・

銀
兒（
六
八
）「
…
頭
に
白
い
縮
緬
の
紗
の

髻
を
つ
け
て
い
て
、
真
珠
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
を
固
定
し
て
い
た
。
翡
翠
の
雲
の

模
様
が
あ
る
髪
留
め
を
つ
け
て
、
周
り
に
は
小
さ
い
簪
を
並
べ
て
挿
し
て
い
る
…
」
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・
金
蓮
・
玉
樓
ら
五
人
（
七
五
）「
…
皆
は
白
い

髻
に
真
珠
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
を
固
定
し
て
い
て
、
そ
れ
に
金
糸
入
り
の
翠
藍
色

の
ハ
ン
カ
チ
を
被
せ
て
い
て
、
さ
ら
に
真
珠
や
翡
翠
の
飾
り
を
い
っ
ぱ
い
つ
け
て
い
る
…
」

若
い
娘
で
あ
る
呉
銀
児
と
金
蓮
・
玉
楼
ら
は
、
白
い
マ
ゲ
を
付
け
て
い
て
も
、
ど
れ
も
真
珠
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
（
珠
子
箍
兒
）
で

髪
を
留
め
て
い
る
。
呉
銀
児
は
玉
で
作
っ
た
雲
の
模
様
が
あ
る
髪
留
め
（
翠
雲

児
）
と
小
さ
い
簪
を
つ
け
て
い
る
。
金
蓮
・
玉
楼

ら
五
人
は
金
糸
を
織
り
込
ん
だ
青
い
綾
の
生
地
で
作
っ
た
ハ
ン
カ
チ
（
翠
藍
銷
金
綾
汗
巾
兒
）
を
、

髻
の
上
に
被
せ
て
、
そ
し
て

ま
た
彩
り
の
飾
り
と
あ
わ
せ
て
付
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
・
二
・
三

銀ギン
絲シ
テキ

髻ケイ
、
金キン
絲シ
テキ

髻ケイ

『
金
瓶
梅
』
の
中
で
は
、「
銀
絲

髻
」
に
対
す
る
描
写
が
最
も
多
い
。
以
下
、
小
説
の
章
回
数
の
順
番
に
し
た
が
っ
て
、「
銀
絲

髻
」
に
つ
い
て
の
描
写
を
列
挙
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

・

金
蓮
・
玉
樓
（
十
一
）「
…
二
人
と
も
普
段
の
ま
ま
に
銀
の

髻
を
被
っ
て
、
鬢
に
飾
り
物
は
し
て
い
な
い
…
」

・
李
瓶
児
（
十
三
）「
…
夏
な
の
に
銀
の

髻
を
被
っ
て
い
て
…
」

・
呉
月
娘
（
十
四
）「
…
頭
に

髻
を
被
ら
せ
て
、
テ
ン
の
抹
額
を
巻
い
て
い
る
…
」

・

金

（
十
九
）「
…
頭
に
銀
の

髻
を
被
ら
せ
て
、
後
に
象
嵌
し
た

宮
折
桂
（
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
郷
試
に
合
格
す
る
な
ど
縁
起

を
も
た
ら
す
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
）
の
模
様
が
あ
る
玉
の
簪
や
、
翡
翠
の
梅
模
様
が
あ
る
髪
留
め
を
挿
し
て
、
鬢
に
は
た
く
さ

ん
の
簪
を
挿
し
て
い
る
…
」

・
李
瓶
児
（
二
十
）「
…
ま
た
一
つ
金
の

髻
を
取
り
出
す
と
、
九
両
の
重
さ
が
あ
り
…
」

・

金
蓮
（
二
八
）「
…
銀
の

髻
を
被
ら
せ
て
…
そ
の
中
に
い
っ
ぱ
い
薔
薇
の
花
弁
を
入
れ
て
、
鬢
に
は
飾
り
を
つ
け
な
い
…
」

・
李
桂
姐（
三
二
）「
…
頭
に
銀
の

髻
を
被
ら
せ
て
、
そ
の
周
り
を
金
で
飾
っ
た
簪
や
櫛
を
挿
し
、
ま
た
満
遍
な
く
真
珠
と
翡
翠
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を
飾
っ
て
い
る
…
」

・
王
六
兒
（
五
十
）「
…
銀
の

髻
を
被
ら
せ
て
、
金
で
飾
っ
た
簪
や
櫛
や
、
翡
翠
の
髪
留
め
を
挿
し
て
あ
る
…
」

・
李
桂
姐（
五
二
）「
…
銀
の

髻
を
被
せ
て
、
翡
翠
の
流
水
や
瑞
雲
の
模
様
が
あ
る
髪
留
め
や
、
金
で
飾
っ
た
簪
を
つ
け
て
い
る

…
」

・
鄭
愛
香
（
五
九
）「
…
頭
に
銀
の

髻
を
被
せ
て
、
梅
の
花
模
様
の
髪
留
め
を
つ
け
…
」

・
王
六
兒（
六
一
）「
…
頭
に
銀
の

髻
を
被
せ
て
、翠
藍
の
縮
緬
の
紗
と
金
を
塗
っ
た
羊
皮
の
へ
り
を
付
け
て
い
る
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ

を
は
め
て
、
そ
の
周
り
に
小
さ
い
な
髪
留
め
を
挿
し
て
い
る
…
」

・

四
娘
子
（
七
七
）「
…
頭
に
金
を
塗
っ
た
翠
藍
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
を
は
め
て
、

髻
に
金
の
簪
を
四
本
挿
し
て
い
る
…
」

・

月
娘
（
七
八
）「
…
た
だ

髻
を
被
っ
て
い
て
、
金
の
簪
を
六
本
挿
し
て
、
真
珠
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
を
は
め
て
い
る
…
」

・
孟
玉
樓
・

金
蓮
（
七
八
）「
…
い
ず
れ
は
ラ
ッ
コ
の
革
の
抹
額
を
し
め
…
頭
に
皆

髻
を
被
ら
せ
て
い
る
…
」

『
金
瓶
梅
』
の
中
で
、
女
性
の
髪
飾
り
と
し
て
一
番
多
く
描
写
さ
れ
て
い
る
の
が
「
銀
絲

髻
」
で
あ
る
。「
銀
絲

髻
」
を
す
る

登
場
人
物
の
身
分
の
確
定
と
、
そ
の
登
場
人
物
が
た
ど
っ
た
生
活
環
境
の
変
化
を
暗
示
し
て
い
て
、
あ
わ
せ
て
転
換
す
る
社
会
的
階

級
も
表
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
ず
、
第
二
回
で
の

金
蓮
は
ま
だ
平
民
で
あ
る
武
大
郎
の
妻
と
し
て
、「
黑
油
油
頭
髪

髻
」し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た

が
、
し
か
し
彼
女
が
西
門
慶
の
愛
妾
と
な
っ
て
（
第
十
一
回
）
か
ら
は
、
平
日
に
玉
楼
と
家
に
い
て
将
棋
を
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
銀
絲

髻
」
を
被
せ
て
い
る
点
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
れ
は
彼
女
が
前
よ
り
裕
福
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
証
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
李
瓶
児
は
も
と
も
と
高
官
の
妻
で
あ
っ
た
。
小
説
中
で
い
え
ば
、
西
門
慶
に
関
る
女
性
の
中
で
社
会
的
地
位
が
一
番
上
の

人
間
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
愛
妾
と
な
っ
た
第
二
十
回
で
は
、
社
会
身
分
も
降
格
し
、
前
の
よ
う
に
正
妻
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
、
重
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さ
約
四
〇
〇
グ
ラ
ム
（
重
九
兩
）
の
「
金
絲

髻
」
を
西
門
慶
に
渡
し
て
、
職
人
の
所
に
持
っ
て
行
か
せ
た
。
一
つ
は
九
つ
の
鳳
凰

が
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
、
各
口
に
真
珠
の
小
連
珠
を

え
て
い
る
簪
（

根
兒
）
一
本
と
、
も
う
一
つ
は

髻
が
結
い
上
が
っ
た
マ

ゲ
に
、
動
か
な
い
よ
う
に
下
か
ら
上
に
支
え
て
、
正
面
か
ら
固
定
す
る
簪
（
分
心
）
一
本
を
注
文
し
た
。

以
上
、

髻
の
素
材
の
変
化
か
ら
、
小
説
中
に
登
場
し
た
女
性
の
運
命
の
変
化
も
覗
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
十
五
回
の
中
に
、

西
門
慶
の
使
用
人
で
あ
る
宋
恵
蓮
は
「
貴
方
は
私
に

髻
を
つ
く
る
こ
と
を
承
諾
し
た
の
に
、
な
ぜ
ま
だ
作
っ
て
く
れ
な
い
の
か
し

ら
…
た
だ
私
に
一
日
中
こ
の
髪
で
作
っ
た
殻
を
被
ら
せ
て
い

19
）

る
の
。」と
西
門
慶
に
頼
ん
で
い
る
よ
う
に
、

髻
の
素
材
は
金
で
あ
ろ

う
が
、
銀
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
頭
髪
で
作
っ
た

髻
よ
り
女
性
は
憧
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
簪
」、「
梳
」、「
臥
兎
」、「
箍
」、「
貼
飛
金
」、「
翠
雲
子
網
兒
」
な
ど
の
マ
ゲ
に
被
せ
た

髻
に
付
け
た
飾
り
は
、

髻
を

固
定
す
る
こ
と
と
、
装
飾
性
を
高
め
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
女
性
の
社
会
地
位
や
経
済
力
の
豊
か
さ
も
表
し
て
い
る
。

三
・
二
・
四

時

心

ジヨウジュウシンテキ
髻ケイ

・
王
六
兒
（
四
二
）「
…
頭
に
流
行
り
の

髻
を
つ
け
…
」

『
金
瓶
梅
』
全
編
に
お
い
て
、
こ
こ
一
カ
所
し
か
描
か
れ
な
か
っ
た
「
時

心

髻
」
は
、
王
六
児
が
付
け
た
。
王
六
児
は
、

西
門
慶
の
糸
店
の
番
頭
で
あ
る
韓
国
道
の
妻
で
、
の
ち
西
門
慶
と
姦
通
し
た（
第
三
十
七
回
）。
こ
こ
の
場
面
は
、
小
正
月
の
上
元
節

で
、
王
六
児
は
紫
の
上
着
と
そ
れ
に
白
い
絹
の
ス
カ
ー
ト
を
合
わ
せ
、
ヒ
ー
ル
が
低
い
緑
色
の
靴
を
履
い
て
い
る
。
更
に
化
粧
も
薄

く
、「
時

心

髻
」
を
被
り
、
金
色
の
羊
皮
で
作
っ
た
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
（
羊
皮
金
箍
兒
）
を
固
定
し
て
い
て
、
普
通
の
人
の
着
こ

な
し
（
中
人
打
扮
）
の
装
い
と
小
説
は
書
い
て
い
る
。「

心

髻
」
に
「
時
様
」
を
付
け
、
小
説
が
描
か
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
か

な
り
大
流
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
女
の
こ
の
よ
う
な
着
こ
な
し
は
、
西
門
慶
の
家
ま
で
呼
ば
れ
た
二
人
の
遊
女（
菫

嬌
児
・
韓
玉
釧
）
に
笑
い
も
の
に
さ
れ
た
。『
客
座
贅
語
』
巻
九
服
飾
で
前
述
の
よ
う
に
、「
す
で
に
流
行
し
て
い
る
時
に
、（
流
行
に
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乗
り
遅
れ
た：

筆
者
補
足
）
民
衆
が
こ
れ
を
美
し
い
と
思
っ
て
、
流
行
し
て
い
る
も
の
を
皆
身
に
付
け
て
も
、
流
行
に
敏
感
を
人
で

口
を
覆
っ
て
笑
わ
な
い
人
は
い

20
）

な
い
。」（
前
述
参
照
）
少
な
く
と
も
王
六
児
の
こ
の
よ
う
な
格
好
は
、
小
説
に
描
か
れ
た
当
時
の
社

会
に
お
い
て
、
流
行
に
遅
れ
た
こ
と
で
笑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
・
三

出
土
文
物
に
よ
る

髻

い
か
な
る
も
の
も
、
時
間
が
過
ぎ
る
と
共
に
外
見
や
使
い
方
に
変
化
が
起
き
る
。

髻
も
同
じ
く
、
最
初
の
髪
で
結
い
上
げ
た
マ

ゲ
の
形
か
ら
、
マ
ゲ
の
上
に
被
せ
る
髪
飾
り
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
近
年
、
続
々
発
見
さ
れ
た
金
や
銀
の
素
材
で
作
っ
た

髻
の
出

土
文
物
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に

髻
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
表
二
は
、
筆
者
が
い
ま
ま
で
出
版
さ
れ
た

資
料
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
出
土
し
た

髻
は
、
す
べ
て
上
下
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
て
、
上
部
は
結
い
上
げ
た
マ
ゲ
に
被
せ
、
下
部
は
頭

に
と
め
る
。
し
か
し
、

髻
の
上
の
部
分
は
表
二
の
よ
う
に
三
つ
の
ス
タ
イ
ル
に
分
か
れ
る
。

そ
の
一
の
「
細
長
い
」
ス
タ
イ
ル
で
は
、
マ
ゲ
を
被
せ
る
部
分
は
、
下
が
広
く
上
が
狭
く
な
る
円
錐
形
を
な
す
。
そ
の
二
の
「
丸

く
て
短
い
」
ス
タ
イ
ル
で
は
、
マ
ゲ
を
被
せ
る
部
分
は
、
よ
り
低
く
短
い
円
錐
台
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
三
の
「
時

心

髻
」

は
、
マ
ゲ
に
被
せ
る
下
の
部
分
は
、
や
や
小
さ
く
て
円
錐
形
で
あ
る
。
そ
し
て
上
の
部
分
が
正
面
か
ら
後
ろ
に
ぐ
る
り
と
巻
い
た
よ

う
に
、
両
側
に
金
の
針
金
が
そ
の
巻
い
た
形
状
に
沿
っ
て
、
螺
旋
状
の
よ
う
に
曲
げ
ら
れ
て
い
く
。

そ
し
て
表
二
か
ら
、
出
土
し
た

髻
の
地
域
分
布
は
皆
デ
ル
タ
地
域
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
あ
る
か
、
或
い
は
当
時

に
お
い
て
そ
の
辺
り
だ
け
で
付
け
ら
れ
た
髪
飾
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
推
定
さ
れ
た
時
代
か
ら
み
る
と
、
ほ
ぼ
嘉
靖
年
間
か
ら
流

行
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
万
暦
中
期
と
推
定
さ
れ
た
『
金
瓶
梅
』
の
成
書

21
）

年
代
ま
で
、
既
婚
女
性
に
対
し
て
重
要
な
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表
二
・
出
土
文
物
に
よ
る

髻

素
材

地
点

推
定
年
代
・
墓
主

サ
イ
ズ
（
㎜
）・
特
徴

発
行
刊
物

銀

江
蘇
・
無
錫
・

陶
店
橋

万
暦
三
年

華
復
誠
の
妻
で
あ
る
曹
氏
の
墳

墓

高
さ
九
〇
〇

細
長
い

無
錫
市
博
物
館
『
江
蘇
無
錫
明
華
復
誠
夫

婦
墓
発
掘
簡
報
』・『
文
物
資
料
叢
刊
』
一

九
七
八
年
第
二
集

上
海
・
浦
東

万
暦
間

陸
氏
の
墳
墓

細
長
い

上
海
博
物
館
『
上
海
浦
東
明
陸
氏
墓
記

述
』・『
考
古
』
一
九
八
五
年
第
六
期

江
蘇
・
武
進
・

横
山
橋

嘉
靖
十
九
年

王
洛
の
妻
で
あ
る
盛
氏
の
墳
墓

高
さ
一
三
五
〇

細
長
い

武
進
市
博
物
館
『
武
進
明
代
王
洛
家
族

墓
』・『
東
南
文
化
』
一
九
九
九
年
第
二
期

上
海
・
李
恵
利

中
学

明
の
墳
墓

高
さ
五
七
〇

丸
く
て
短
い

何
民
華
『
上
海
李
恵
利
中
学
明
代
墓
群
発

掘
簡
報
』・『
東
南
文
化
』
一
九
九
九
年
第

六
期

金

無
錫

高
さ
八
五
〇

時

心

髻

『
無
錫
文
博
』
一
九
九
五
年
第
一
期

浙
江
・
義
烏
・

青
口
卿

嘉
靖
三
十
七
年

呉
鶴
山
の
妻
で
あ
る
金
氏
の
墳

墓

高
さ
六
五
〇

丸
く
て
短
い

呉
高
彬『
江
義
烏
明
代
金
冠
』・『
収
蔵
家
』

一
九
九
七
年
第
六
期

栖
霞
山

高
さ
九
二
〇

時

心

髻

正
面
に
は
金
の
は
り
で
牡
丹
の
花
の
模

様
を
絡
め
て
い
る

南
京
博
物
院
珍
蔵
系
列
『
金
銀
器
』・
上
海

古
籍
出
版
社
一
九
九
九
年
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髪
飾
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

四

『
金
瓶
梅
』
に
表
わ
さ
れ
た
冠

冠
は

髻
と
同
様
に
、
結
い
上
が
っ
た
髪
を
固
定
す
る
も
う
一
つ
の
も
の
で
、
そ
れ
も
小
説
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
宋
か
ら

王
室
の
代
表
的
な
頭
に
付
け
る
飾
り
で
あ
る
冠
は
、
女
性
に
礼
服
と
合
わ
せ
付
け
る
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
。

『
宋
史
』（
中
華
書
局

一
九
七
七
）
志
第
一
百
四
・
輿
服
三
で
は
、

皇
后
の
髪
飾
り
で
、
花
模
様
の
簪
は
十
二
本
、
小
花
の
数
は
大
花
と
同
じ
で
、
両
側
に
飾
り
付
け
る
。
そ
し
て
、
九
つ
の
龍
と

四
つ
の
鳳
凰
模
様
の
冠
を
被
る
…
妃
の
髪
飾
り
は
、
花
模
様
の
簪
は
九
本
、
小
花
の
数
も
同
じ
で
、
両
側
に
飾
り
付
け
る
。
九
羽

の
錦
鶏
と
四
つ
の
鳳
凰
模
様
の
冠
を
被
る
。
…
命
婦
の
服
で
は
、
花
模
様
の
冠
を
被
っ
て
、
両
側
に
宝
石
の
飾
り
を
つ

22
）

け
る
。

明
代
で
は
、『
明
史
』
巻
六
十
六
・
志
第
四
十
二
・
與
服
二
に
よ
る
と
、

洪
武
三
年
に
定
め
ら
れ
、
二
羽
の
鳳
凰
と
飛
龍
の
模
様
が
あ

23
）

る
冠
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
鳳ホウ
冠カン
」が
皇
后
の
常
服
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
代
の
半
ば
を
過
ぎ
て
か
ら
、
官
僚
の
正
室

で
あ
る
女
性
、
即
ち
官
僚
の
正
妻
し
か
付
け
ら
れ
ず
、
家
庭
内
の
権
力
と
、
社
会
的
地
位
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

『
客
座
贅
語
』
巻
四
女
飾
で
は
当
時
、
女
性
用
冠
を
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

い
ま
、
南
京
女
性
の
服
飾
で
は
、
一
番
身
分
が
高
い
貴
婦
人
は
、
七
品
夫
人
の
着
こ
な
し
で
、
金
で
作
っ
た
、
珍
珠
や
翡
翠
で

飾
っ
た
冠
を
被
っ
て
い
る
。
古
く
は
「
副
」
と
い
い
、
ま
た
は
「
歩
揺
」
と
い
う
。
そ
の
常
服
の
着
こ
な
し
の
女
性
が
髪
に
付
け

た
の
は
、
金
糸
や
銀
糸
や
、
馬
の
尾
の
毛
か
、
そ
の
他
、
紗
で
作
っ
た
帽
子
を
被
る
。
冠
も

24
）

あ
る
。
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明
代
の
前
半
の
安
定
や
繁
栄
が
生
み
出
し
た
社
会
は
、『
金
瓶
梅
』が
成
立
し
た
明
代
の
半
ば
か
ら
後
半
ま
で
、
贅
沢
で
華
や
か
な

し
ゃ
れ
た
社
会
に
変
わ
っ
た
。
そ
し
て
、『
金
瓶
梅
』
に
描
か
れ
た
冠
を
下
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

四
・
一

喬
五
太
太
、
文
嫂
の
「
ジョウ

翠スイ
宝ホウ
珠シュ
冠カン
」、「
金キン
絲シ
翠スイ
葉ヨウ
冠カン
」

・
喬
五
太
太
（
四
三
）「
…
翡
翠
を
重
ね
る
大
玉
の
真
珠
の
冠
を
被
ら
せ
て
い
て
…
」

・
林
太
太
（
六
九
）「
…
頭
に
金
で
作
っ
た
枝
や
翡
翠
で
作
っ
た
葉
の
冠
を
被
ら
せ
て
い
て
…
」

喬
五
太
太
は
世
襲
指
揮
官
の
身
分
で
あ
り
、
皇
族
で
あ
る
喬
五
の
正
妻
と
し
て
、
上
質
な
翡
翠
を
重
ね
、
さ
ら
に
大
き
な
真
珠
を

つ
け
た
皇
室
御
用
の
冠
（

翠
宝
珠
冠
）
を
被
せ
て
い
る
。
ま
た
、
林
氏
は
招
宣
府
太
原
節
度
使

陽
郡
王
の
長
男
王
乾
の
正
妻
で

あ
っ
て
、
王
乾
は
牧
馬
所
掌
印
正
千
戸
で
あ
る
。
故
に
林
太
太
は
こ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
葉
の
形
に
し
た
翡
翠
を
付
け
た
金
の

冠
（
金
絲
翠
葉
冠
）
を
被
ら
せ
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
宝
石
や
真
珠
で
盛
り
付
け
た
冠
の
外
見
を
探
る
た
め
に
、
小
論
は
明
末

清
初
に
徽
州
（
今
の
安
徽
省
、
長
江
の
南
に
あ
る
都
会
）
で
盛
ん
で
あ
っ
た
徽
州
容
像
の
中
に
、
画
か
れ
た
貴
婦
人
の
絵
図
を
参
照

し
た
い
。

徽
州
容
像
と
は
、
明
代
徽
州
人
の
肖
像
画
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
。
徽
州
の
商
人
は
「
故
郷
に
錦
を
飾
る
」
と
、「
今
ま
で
頑
張
っ

た
名
誉
を
以
っ
て
祖
先
の
名
を
上
げ
る
」（
光
宗
耀
祖
）と
い
う
観
念
を
持
っ
て
い
て
、
成
功
し
て
あ
る
容
像
を
書
い
て
も
ら
う
と
い

う
風
習
が
解
放
前
ま
で
長
ら
く
続
い
た
。
徽
州
容
像
は
南
宋
か
ら
始
ま
り
、
明
の
万
暦
（
一
五
七
三
〜
一
六
二
〇
）
か
ら
清
の
乾
隆

（
一
七
三
六
〜
一
七
九
五
）
ま
で
と
り
わ
け
盛
ん
で
あ
っ
た
と
言
わ

25
）

れ
る
。

『
徽
州
容
像
芸
術
』
の
中
の
「
中
山
儒
人
汪
氏
容
像
」（
図
１
）
に
描
か
れ
て
い
る
貴
婦
人
は
皇
帝
か
ら
授
か
っ
た
真
赤
な
斗
牛

26
）

模
様

の

27
）

補
子
が
縫
い
と
ら
れ
て
い
る
礼
服
を
着
て
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
被
る
冠
は
、
下
か
ら
上
ま
で
、
翡
翠
で
作
っ
た
如
意
形
の
雲
の
飾
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り
が
重
ね
て
並
ん
で
い
て
、
ま
た
真
珠
で
作
ら
れ
た
花
の
模
様
の
飾
り
が
そ
の
上
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
金
瓶
梅
』
に
描

か
れ
た
喬
五
太
太
の
着
こ
な
し
や
、
そ
の
皇
室
御
用
で
あ
る
「

翠
宝
珠
冠
」
の
外
見
と
相
似
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
何
道
享
夫
婦
容
像
」（
図
２
）
の
右
に
描
か
れ
た
何
道
享
は
、
真
赤
な
白

28
）

補
子
が
付
い
て
い
る
円
領
の
官
服
を
着
て
、
黒

い
紗
で
作
ら
れ
た
官
帽
子
を
被
っ
て
い
る
。彼
の
隣
に
描
か
れ
た
正
妻
と
見
ら
れ
る
貴
婦
人
は
、彼
と
同
じ
く
白

補
子
を
縫
い
と
っ

た
緑
の
礼
服
を
着
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
冠
は
、
金
で
作
ら
れ
た
冠
の
骨
組
に
、
翡
翠
で
如
意
形
の
雲
模
様
の
飾
り
や
、
紅
い
宝
石

で
華
や
か
に
し
た
冠
を
被
っ
て
い
る
。
も
し
、
そ
の
雲
の
模
様
を
葉
の
形
に
し
た
ら
、
こ
れ
こ
そ
は
林
太
太
の
「
金
絲
翠
葉
冠
」
で

あ
ろ
う
。

今
日
、
出
土
文
物
の
中
に
貴
婦
人
の
冠
の
実
物
は
出
て
い
な
い
が
、
明
代
に
お
け
る
皇
后
の
鳳
冠
が
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
皇
后
の
冠
は
『
金
瓶
梅
』
の
中
に
描
か
れ
た
い
か
な
る
冠
と
も
階
級
的
に
外
れ
て
い
る
か
ら
、
小
論
で
は
例
と
し
て
挙
げ

な
い
。

四
・
二

月
娘
、
玉
樓
の
金キン
梁リョウ
冠カン

・

月
娘（
七
五
）「
…
白
い
縮
緬
の
紗
で
飾
っ
た
金
の
梁
冠
を
被
ら
せ
て
い
て
、
ラ
ッ
コ
の
革
の
抹
額
を
し
め
、
真
珠
の
カ
チ
ュ
ー

シ
ャ
を
は
め
て
い
て
…
」

・

月
娘
（
七
八
）「
…
頭
に
翡
翠
や
白
い
縮
緬
の
紗
を
飾
っ
た
金
の
梁
冠
を
被
ら
せ
て
、
ラ
ッ
コ
の
革
の
抹
額
を
し
め
…
」

・
孟
玉
樓
（
九
一
）「
…
金
の
梁
冠
を
被
ら
せ
て
い
て
、
真
珠
や
翡
翠
の
飾
り
を
満
遍
な
く
つ
け
て
い
て
…
」

・

月
娘
（
九
六
）「
…
頭
に
五
梁
冠
を
被
ら
せ
て
い
て
、
金
や
翡
翠
の
飾
り
を
控
え
め
に
飾
っ
て
い
て
…
」

こ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
た
「
金
梁
冠
」、「
五
梁
冠
」
と
は
、
通
称
梁
冠
で
あ
る
。
梁
は
冠
の
表
面
に
作
ら
れ
た
尾
根
の
よ
う
な
縦
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図
１

中
山
儒
人
汪
氏
容
像
」
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筋
で
あ
る
。
ま
た『
隋
書
』（
中
華
書
局

一
九
七
三
）

礼
儀
志
七
で
、「
梁
が
貴
賎
を
分
け
る
の
は
、
漢
か
ら

始
ま
る
。」（
梁
別
貴
賎
、
自
漢
始
也
）
と
あ
り
、
さ

ら
に
『
旧
唐
書
』（
中
華
書
局

一
九
七
五
）
輿
服
志

が
「
三
品
以
上
は
三
梁
で
、
五
品
以
上
は
二
梁
で
あ

る
」（
三
品
以
上
三
梁
、
五
品
以
上
二
梁
）と
示
し
た
。

即
ち
梁
冠
は
、
冠
に
縦
筋
を
張
る
の
で
梁
と
呼
び
、

そ
し
て
被
る
人
の
社
会
地
位
に
よ
っ
て
、
梁
の
本
数

を
決
め
た
の
で
あ
る
。

西
門
慶
は
副
千
戸
か
ら
千
戸
に
位
が
昇
格
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
妻
の
呉
月
娘
が
「
金
梁
冠
」
や
「
五

梁
冠
」
を
被
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
孟

玉
楼
は
西
門
慶
が
死
ん
だ
後
に
、
浙
江
省
厳
州
の
通

判
で
あ
る
李
昌
期
の
息
子
李
拱
壁
と
再
婚
し
た
。
彼

女
は
李
家
で
彼
の
二
番
目
の
妻
と
し
て
「
金
梁
冠
」

を
被
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
は
い
え
、
考
古
に
よ
り
出
土
文
物
の
梁
冠
は
、

引
退
し
た
男
性
も
の
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

図
２

何
道
享
夫
婦
容
像
」
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付
録
表
三
は
、『
明
代
首
飾

29
）

冠
服
』
を
根
拠
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

表
三
を
見
る
と
、
南
京
の
出
土
文
物
に
よ
る
五
つ
の
梁
冠
の
中
に
、
女
性
用
の
梁
冠
は
一
つ
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
『
徽
州
容
像
芸
術
』
に
収
録
さ
れ
た
「
無
款
夫
婦
容
像
」
で
は
、
そ
の
絵
の
右
側
に
い
る
男
性
に
東

30
）

坡
巾
を
被
ら
せ
、
身

に
白
い

31
）

直

を
着
せ
て
、
と
な
り
に
い
る
夫
人
に
は
金
の
五
梁
冠
（
図
３
）
を
被
ら
せ
て
い
て
、
身
に
緋
色
の

32
）

団

を
着
せ
て
い
る
。

こ
の
絵
図
か
ら
、
明
代
に
お
い
て
、
社
会
地
位
の
高
い
北
方
地
域
の
女
性
は
礼
服
と
合
わ
せ
た
被
り
物
と
し
て
梁
冠
が
あ
る
こ
と
を

明
示
し
て
い
る
。
こ
れ
で
、『
金
瓶
梅
』
の
中
で
、
西
門
慶
が
昇
進
し
て
か
ら
、
呉
月
娘
も
彼
の
正
夫
人
と
し
て
、
正
式
な
場
で
「
金

梁
冠
」
を
被
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
わ
か
る
。
孟
玉
楼
は
再
婚
し
た
日
に
「
金
梁
冠
」
も
被
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
女
が
嫁
ぐ
際
に
着

て
い
る
礼
服
と
、
あ
わ
せ
た
梁
冠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
・
三

春
梅
の
「
冠
」
や
「
珠シュ
翠スイ
鳳ホウ
冠カン
」

・
春
梅（
八
九
）「
…
頭
に
冠
を
被
ら
せ
て
い
て
、
真
珠
や
翡
翠
の
飾
り
を
満
遍
な
く
つ
け
て
、
鳳
凰
の
形
を
し
た
簪
を
斜
め
に
さ

し
て
い
て
…
」

・
春
梅
（
九
七
）「
…
真
珠
や
翡
翠
で
作
ら
れ
た
鳳
凰
を
飾
っ
て
い
る
冠
…
」

『
金
瓶
梅
』
の
中
で
、
春
梅
は

金
蓮
の
付
き
人
か
ら
夫
人
の
身
分
に
昇
格
し
た
伝
奇
的
な
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
運
命
は
呉

神
仙
が
予
測
し
た
通
り
に
、
山
東
都
統
制
で
あ
る
周
秀
の
正
夫
人
と
な
っ
た
時
に
、
真
珠
や
翡
翠
で
飾
っ
た
冠
（
珠
翠
鳳
冠
）
を
被

ら
せ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、「
鳳

」
や
「
鳳
冠
」
の
言
葉
が
あ
っ
た
が
、
実
際
に
鳳
凰
の
形
に
し
た
飾
り
物
が
あ
り
、
ま
た
冠
に
付

け
た
「
鳳
冠
」
と
は
、『
明
史
』
巻
六
十
六
・
志
第
四
十
二
・
輿
服
二
に
よ
る
と
、
皇
后
に
の
み
使
用
さ
れ
る
決
ま
り
の
模
様
で
あ
る
。

皇
后
冠
服
。
洪
武
三
年
に
定
め
る
。
…
そ
の
冠
は
、
丸
い
囲
い
に
翡
翠
を
付
け
ら
れ
、
そ
の
上
に
九
匹
の
龍
と
四
匹
の
鳳
凰
を
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表
三
・
出
土
文
物
に
よ
る
梁
冠

名

称

推
定
年
代

墓

主

場

所

素
材
・
サ
イ
ズ
（
㎜
）・
特
徴

金
束
髪
冠

明
未
詳

南
京
中
華
門
外

金
・
高
さ
四
〇
〇
×
長
さ
七
八
〇

五
梁
冠
で
あ
っ
て
、
両
端
に
一
つ
ず
つ
穴
が
開
い
て
あ
る
。

銀
束
髪
冠

明
洪
武
二
十
一
年

未
詳

南
京
太
平
門
外

岡
子
村

銀
・
高
さ
三
〇
〇
×
長
さ
八
二
〇

五
梁
冠
で
あ
っ
て
、
両
端
に
一
つ
ず
つ
穴
が
開
い
て
あ
る
。

琥
珀
束
髪

冠

明
正
徳
十
二
年

徐

墳
墓

南
京
太
平
門
外

板
倉

琥
珀
・
長
さ
六
七
〇
×
厚
さ
三
二
〇
×
高
さ
三
七
〇

真
赤
な
琥
珀
の
ま
る
ご
と
一
つ
を
半
月
に
見
立
て
た
五
梁
冠
で
あ
る
。
両
端
に
一
つ
ず
つ
穴
が
開

い
て
い
る
。
つ
い
て
い
る
二
つ
の
金
の
簪
は
両
側
か
ら
中
心
に
向
か
っ
て
さ
す
。

金
束
髪
冠

明
天

五
年

沐
昌
祚
墳
墓

南
京
江
寧
殷
巷

金
・
長
さ
一
〇
七
×
高
さ
一
〇
三

六
梁
冠
で
あ
っ
て
、
両
端
に
一
つ
ず
つ
穴
が
あ
い
て
あ
る
。
緑
の
玉
で
作
ら
れ
た
簪
は
、
先
端
が

半
球
で
あ
っ
て
、
全
体
は
長
い
円
錐
体
で
あ
る
。

雑
宝
紋
金

包

明
鄧
府
山
墳
墓

南
京
中
華
門
外

金
・
直
径
九
二
〇

扁
平
な
円
形
の
六
梁
の
冠
に
、
法
螺
、
霊
芝
、
宝
瓶
、
銀
錠
、
法
輪
、
画
軸
な
ど
雑
宝
と
言
わ
れ

る
模
様
が
、
飛
ぶ
鳥
や
雲
の
模
様
と
交
じ
り
合
っ
て
排
列
し
、
そ
の
間
に
ヒ
ラ
ヒ
ラ
動
い
て
い
る

よ
う
な
帯
と
あ
わ
せ
て
、
ま
る
で
天
空
に
舞
い
上
が
る
よ
う
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
金
の

簪
は
、
先
端
が
円
珠
で
あ
っ
て
、
冠
の
両
端
に
開
い
た
一
つ
の
穴
か
ら
向
か
っ
て
さ
す
。
希
少
な

貴
族
女
性
用
冠
で
あ
る
。

（
注
：
以
上
の
図
は
石
谷
風
著
『
徽
州
容
像
芸
術
』
に
よ
る
）
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図
３

無
款
夫
婦
容
像
・
五
梁
冠
」
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飾
っ
て
付
け
て

33
）

い
る
。

と
は
い
え
、『
金
瓶
梅
』の
第
八
十
九
回
に
は
、
春
梅
が
廟
で

金
蓮
を
祭
る
と
き
に
、
頭
に
冠
を
被
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
上
に
真

珠
や
翡
翠
の
飾
り
を
た
く
さ
ん
つ
け
て
（
珠
翠
堆
満
）、
さ
ら
に
鳳
凰
の
形
に
し
た
簪
（
鳳

）
を
さ
し
た
描
写
が
あ
る
。
ま
た
、
第

九
十
七
回
の
中
に
、
春
梅
は
陳
経
済
の
結
婚
式
に
礼
服
と
あ
わ
せ
た「
珠
翠
鳳
冠
」を
被
っ
て
い
る
と
書
い
て
あ
る
。
一
方
、『
明
史
』

巻
六
十
七
・
志
第
四
十
三
輿
服
三
で
は
、
こ
う
記
す
。

命
婦
冠
服
。
…
洪
武
五
年
に
改
定
す
る
命
婦
冠
服
。
…
金
の
雉
八
つ
、
そ
の
口
に
真
珠
で
作
っ
た
連
珠
を

34
）

え
る
。

こ
こ
に
指
し
て
い
る
金
雉
の
冠
は
、
そ
の
外
見
が
鳳
冠
と
似
て
い
る
の
で
、
明
代
の
小
説
の
中
で
も
、
よ
く
雉
冠
の
代
わ
り
に
鳳

冠
と
美
称

35
）

す
る
。
そ
の
形
は
『
徽
州
容
像
芸
術
』
に
収
録
し
た
一
つ
の
「
無
款
夫
婦
容
像
」（
図
４
）
で
は
、
そ
の
貴
婦
人
は
真
赤
な

円
領

に
玉
帯
を
締
め
、
そ
の
礼
服
に
合
わ
せ
て
金
の
冠
を
被
っ
て
い
る
。
こ
の
金
の
冠
に
は
、
正
面
に
三
つ
小
さ
な
金
の
雉
と
、

両
側
で
別
々
に
し
た
上
下
に
並
ん
だ
二
匹
の
大
き
め
の
金
の
雉
と
、
計
七
羽
の
金
の
雉
の
模
様
に
し
た
簪
を
飾
ら
せ
て
い
る
。
つ
ま

り
第
九
十
七
回
に
描
か
れ
た
春
梅
の
着
こ
な
し
は
、
こ
の
絵
に
描
い
た
貴
婦
人
の
よ
う
に
、
真
赤
な
礼
服
に
合
わ
せ
た
冠
で
、
金
の

雉
の
冠
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

以
上
、『
金
瓶
梅
』
の
中
に
描
か
れ
た
冠
を
三
つ
の
ス
タ
イ
ル
に
分
け
て
述
べ
た
。
さ
ら
に
出
土
文
物
や
、『
徽
州
容
像
芸
術
』
に

載
せ
ら
れ
て
い
る
当
時
の
人
物
、
写
実
的
で
細
か
く
描
か
れ
た
幾
つ
か
の
現
存
す
る
画
と
対
照
す
る
こ
と
で
、『
金
瓶
梅
』に
表
わ
さ

れ
た
命
婦
や
貴
婦
人
た
ち
の
冠
と
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う
。
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図
４

無
款
夫
婦
容
像
・
鳳
冠
」
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む
す
び

小
論
は
、『
金
瓶
梅
』全
編
の
中
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
の
頭
部
装
身
具
を
網
羅
的
に
抽
出
し
て
記
録
し
、
逐
一
、
文
献
史
料
か
ら

出
土
文
物
や
、
現
存
し
て
い
る
絵
図
ま
で
を
、
各
々
対
照
し
な
が
ら
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
小
説
に
表
わ
さ
れ
た
女
性
の
頭

部
装
身
具
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

◯一
小
説
の
中
に
表
わ
さ
れ
た
女
性
の
髪
型
。

ま
ず
「
一

絲
杭
州

」
は
杭
州
の
遊
女
た
ち
か
ら
始
ま
り
、
家
庭
内
に
い
る
結
婚
し
た
女
性
に
見
ら
れ
る
、
自
己
流
の
マ
ゲ
の

形
で
あ
る
。
そ
し
て
「
挑
鳳
髻
」、「
宝
髻
」
は
既
婚
の
貴
族
女
性
た
ち
の
礼
服
に
合
わ
せ
る
た
め
、
結
い
上
げ
た
派
手
な
マ
ゲ
の
形

で
あ
る
。
最
後
の
「
雲
絲
銀
髻
」、「
銀
絲
雲
髻
」
は
未
婚
の
下
女
が
使
っ
た
マ
ゲ
の
形
で
あ
る
。

◯二
小
説
の
中
に
表
わ
さ
れ
た
女
性
の
髪
飾
り
で
あ
る

髻
と
冠
の
そ
れ
ぞ
れ
と
そ
の
形
。

『
金
瓶
梅
』
の
中
で
は
女
性
の
頭
部
装
身
具
に
つ
い
て
の
描
写
と
し
て
、

髻
が
一
番
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て

元
代
の
雑
劇
か
ら
清
初
に
盛
ん
に
描
か
れ
た
徽
州
容
像
の
参
照
か
ら
も
、

髻
は
多
く
の
貴
族
の
女
性
に
愛
用
さ
れ
た
こ
と
が
判
明

し
た
。
さ
ら
に
、
今
ま
で
の
出
土
文
物
の
分
布
状
況
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
、

髻
と
い
う
頭
部
装
身
具
は
、
北
方
か
ら
南
方
ま
で
既

婚
女
性
の
間
に
広
く
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
種
類
は
、
材
質
か
ら
形
状
ま
で
、
付
け
ら
れ
る
女
性

の
フ
ァ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
セ
ン
ス
か
ら
、
そ
の
女
性
の
経
済
的
状
況
、
さ
ら
に
社
会
に
お
け
る
地
位
ま
で
関
連
し
て
明
確
に
わ
か
る

の
で
あ
る
。

『
金
瓶
梅
』
の
中
で
冠
を
被
ら
せ
て
い
る
女
性
を
階
級
的
に
分
け
て
み
る
と
、
喬
五
太
太
と
文
嫂
の
よ
う
な
人
物
に
、
登
場
す
る
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当
初
か
ら
「

翠
宝
珠
冠
」
や
「
金
絲
翠
葉
冠
」
を
被
ら
せ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
女
た
ち
が
皇
室
と
関
係
が
深
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た

月
娘
、
孟
玉
樓
と
春
梅
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
発
展
に
よ
っ
て
、
次
第
に
「
金
梁
冠
」
や
「
珠
翠
鳳
冠
」
を
被
ら
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
小
説
の
背
景
と
し
た
明
代
の
半
ば
頃
に
、
皇
后
の
鳳
冠
以
外
に
、
高
官
の
正
夫
人
た
ち
に
も
、
宝

石
を
万
遍
な
く
付
け
た
冠
を
被
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
、『
金
瓶
梅
』の
中
に
表
わ
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
頭
部
装
身
具
に
関
す
る
描
写
の
変
化
か
ら
、
各
人
物
の
各
々
が
辿
っ

た
運
命
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
で
き
た
。
小
説
の
時
代
背
景
と
な
っ
た
明
代
に
お
い
て
、
も
し
そ
の
女
性
の
属
す
る
社

会
的
地
位
を
、
何
ら
か
の
物
質
的
表
現
と
し
て
認
識
す
る
場
合
、
頭
部
装
身
具
が
最
も
顕
著
に
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し

た
点
で
も
、
現
代
の
服
飾
研
究
は
、
学
際
的
研
究
の
最
も
重
要
な
分
野
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

１
）

李
秀
蓮
著
『
中
国
化
粧
史
概
説
』（
中
国
紡
織
出
版
社

二
〇
〇
五
）

２
）

「
か
で
ん
」
額
に
貼
り
付
け
た
真
赤
な
花
模
様
。

３
）

「
留
都
婦
女
衣
飾
、
在
三
十
年
前
、
猶
十
餘
年
一
變
。

年
以
來
、
不
及
二
三

、
而
首
髻
之
大
小
高
低
、
衣
袂
之

狹
修
短
、
花

之

式
、

染
之
顔
色
、
鬢

之
飾
、
履

之
工
、
無
不
變
易
。
當
其
時
、
衆
以
爲

、
及
變
而
嚮
之
所

、
未
有
見
之
不
掩
口
者
。」

４
）

『
元
明
史
料
筆
記
叢
刊
』（
中
華
書
局

一
九
八
七
）

５
）

『
儀
礼
』
士
昏
礼
は
い
う
「
女
性
は
結
婚
を
許
さ
れ
る
年
齢
に
な
る
と
、
簪
で
結
い
上
げ
た
マ
ゲ
を
固
定
す
る
行
事
を
行
う
。」（
女

子
許
嫁
、
笄
而
礼
之
。）
ま
た
、『
穀
梁
伝
』
文
公
十
二
年
（
Ｂ
Ｃ
六
一
五
）
は
い
う
「
女
性
は
十
五
才
か
ら
お
嫁
ぐ
こ
と
を
許
す
。」（
女

子
十
五
而
許
嫁
。）

６
）

施
曄
著
「
服
飾
描
写
在
『
金
瓶
梅
』
中
的
作
用
」（『
上
海
師
範
大
学
学
報
』
哲
学
・
社
会
学
版

第
二
九
巻

二
〇
〇
二
年
第
二
期
）
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７
）
「
今
留
都
婦
女
之
飾
…
有

髻
、
有
雲
髻
、
俗
或
曰
「

髻
」。
制
始
於
漢
晉
之
大
手
髻
、
鄭
玄
之
所
謂
「

」、
唐
人
之
所
謂
「
義

髻
」
也
。」

８
）

律
令
制
で
、
五
位
以
上
の
女
官
、
ま
た
五
位
以
上
の
官
人
の
妻
の
称
。
前
者
を
内
命
婦
、
後
者
を
外
命
婦
と
い
う
。

９
）

『
古
漢
語
大
詞
典
』（
上
海
辞
書
出
版
社

二
〇
〇
〇
）

10
）

孫
機
著
「
明
代
的
束
髪
冠
、

髻
与
頭
面
」（『
文
物
』
二
〇
〇
一
・
七

文
物
出
版
社

北
京
）

11
）

「
宮
中
女
楽
冠
服
。
洪
武
三
年
定
制
。
凡
宮
中
供
奉
女
楽
、
奉

等
官
妻
、
本
色

髻
。」

12
）

こ
こ
で
は
、
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
二
）
金
陵
世
徳
堂
版
本
、
ま
た
『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
游
記
』
と
称
す
る
。

13
）

脈
望
館
は
趙

美
の
書
斎
の
名
。
彼
の
元
明
雑
劇
写
本
を
、
清
初
の
銭
曽
が
『
也
是
園
書
目
』
に
収
録
し
た
。
故
に
『
也
是
園
書
目
』

と
も
称
す
る
。
そ
の
後
、
一
九
三
八
年
に
北
京
図
書
館
の
蔵
書
と
な
っ
た
。
次
年
に
商
務
印
書
館
は
百
四
十
四
種
を
選
出
し
て
、『
弧
本

元
明
雑
劇
』
と
し
て
出
版
し
た
。
一
九
五
七
年
に
原
著
三
十
二
冊
を
四
冊
に
し
て
中
国
戯
劇
出
版
社
よ
り
再
版
し
た
。

14
）

登
場
人
物
の
服
飾
、
化
粧
や
、
演
技
す
る
た
め
に
手
に
持
つ
道
具
の
総
称
で
あ
る
（
宋
俊
華
著
『
中
国
古
代
戯
劇
服
飾
研
究
』
広
東

高
等
教
育
出
版
社

二
〇
〇
三
）。

15
）

こ
こ
の
「
頭
面
」
で
は
、

髻
を
固
定
す
る
簪
や
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
が
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。

16
）

「
今
留
都
婦
女
之
飾
…
其
常
服
戴
於

者
、
或
以
金
銀
絲
、
或
馬
尾
、
或
以
紗
帽
之
。」

17
）

「
今
留
都
婦
女
之
飾
、
在
首
後
…
以
鉄
絲
織
為
圏
、
外
編
以
髪
、
高
視
髻
之
半
、
罩
于
髻
、
而
以
簪

之
、
名
曰
鼓
。」

18
）

…

著
排
草

花
肚
兜
…
第
八
回

19
）

「
你
許
我
編

髻
、

的
還
不
替
我
編
…
只
教
我
成
日
戴
這
頭
髪
殻
子
。」

20
）

「
當
其
時
、
衆
以
爲

、
及
變
而
嚮
之
所

、
未
有
見
之
不
掩
口
者
。」
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21
）

小
野
忍
日
本
語
訳
本
『
金
瓶
梅
詞
話
』（
大
安
書
店

一
九
六
三
）
の
序
文
に
よ
る
。

22
）

「
皇
后
首
飾
花
十
二
株
、
小
花
如
大
花
之
數
、

倆
博

。
冠
飾
以
九
龍
四
鳳
…
妃
首
飾
花
九
株
、
小
花
同
、

倆
博

、
冠
飾
以

九

、
四
鳳
…
命
婦
服
。
花

冠
、
皆
施
倆
博

、
宝

飾
。」

23
）

「
洪
武
三
年
定
、
双
鳳

龍
冠
。」

24
）

「
今
留
都
婦
女
之
飾
、
在
首
者

冠
七
品
命
婦
之
服
、
古
謂
之
「
副
」、
又
曰
「

」。
其
常
服
戴
於

者
、
或
以
金
銀
絲
、
或
馬

尾
、
或
以
紗
帽
之
。
有
冠
。」

25
）

石
谷
風
著
『
徽
州
容
像
芸
術
』（
安
徽
美
術
出
版
社

二
〇
〇
一
）

26
）

斗
牛
は
二
十
四
星
座
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
斗
牛
模
様
は
龍
の
形
に
し
て
、
牛
の
角
が
龍
の
頭
に
付
け
ら
れ
た
吉
祥
模
様
で
あ
る
。

27
）

補
子
は
明
代
に
お
い
て
、『
明
史
』
巻
六
十
七
・
志
第
四
十
三
・
輿
服
三
に
法
定
し
た
官
吏
や
彼
ら
の
夫
人
を
等
級
で
区
別
し
、
官
服

の
正
面
に
縫
い
つ
け
た
標
識
で
あ
る
。

28
）

白

補
子
は
文
官
の
官
位
五
品
を
指
す
。

29
）

南
京
市
博
物
館
編
纂
『
明
代
首
飾
冠
服
』（
科
学
出
版
社

二
〇
〇
一
）

30
）

二
層
の
黒
い
紗
で
作
ら
れ
た
頭
巾
で
あ
る
。
宋
代
か
ら
男
性
の
知
識
人
の
間
に
流
行
っ
て
い
た
頭
巾
で
あ
る
（
周

・
高
春
明
撰
『
中

国
衣
冠
服
飾
大
辞
典
』
上
海
辞
書
出
版
社

一
九
九
六
）

31
）

宋
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
、
知
識
人
男
性
の
普
段
着
で
あ
る
。
ま
た
「
道
袍
」
と
も
俗
称
す
る
（『
中
国
衣
冠
服
飾
大
辞
典
』
前
掲
）

32
）

元
代
に
お
け
る
、
北
方
地
域
に
居
住
す
る
漢
民
族
女
性
の
礼
服
を
指
す
。
明
代
に
な
る
と
、
皇
后
や
命
婦
の
普
段
着
で
あ
り
、
庶
民

の
女
性
に
と
っ
て
は
礼
服
で
あ
る
。（『
中
国
衣
冠
服
飾
大
辞
典
』
前
掲
）

33
）

「
皇
后
冠
服
。
洪
武
三
年
定
。
…
其
冠
、
圓
框
冒
以
翡
翠
、
上
飾
九
龍
四
鳳
。」
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34
）

「
命
婦
冠
服
。
…
洪
武
五
年
更
定
品
官
命
婦
冠
服
。
…
金

八
、
口

珠
結
。」

35
）

『
中
国
衣
冠
服
飾
大
辞
典
』（
前
掲
）

〔
二
〇
〇
七
年
六
月
二
十
二
日
の
審
査
を
経
て
、
二
〇
〇
八
年
三
月
二
〇
日
掲
載
決
定
〕

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

〔
要
旨
〕

『
金
瓶
梅
詞
話
』
に
表
さ
れ
た
明
代
女
性
の
頭
部
装
身
具
に
関
し
て

張

紅
琳

明
代
の
代
表
的
市
井
小
説
で
あ
る
『
金
瓶
梅
詞
話
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
物
が
登
場
し
、
実
社
会
そ
の
も
の
を
反
映
し
て
お

り
重
要
な
服
飾
研
究
資
料
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
小
論
で
は
『
金
瓶
梅
詞
話
』
の
中
に
表
さ
れ
た
明
代
女
性
の
マ

ゲ
の
形
、

髻
、
冠
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
素
材
、
形
状
と
色
彩
を
描
い
た
部
分
を
抽
出
し
て
、
当
時
の
女
性
た
ち
の
髪
型
と
そ
の
髪

飾
り
を
論
じ
る
。
ま
た
、
元
明
雑
劇
の
写
本
で
あ
る
『
弧
本
元
明
雑
劇
』
の
「
穿
関
」
に
記
述
さ
れ
た
、
役
者
が
扮
装
す
る
と
き
に

用
い
る

髻
と
、
明
代
徽
州
人
の
肖
像
画
で
あ
る
徽
州
容
像
に
描
か
れ
た
女
性
の
冠
を
取
り
挙
げ
て
、『
金
瓶
梅
詞
話
』に
表
さ
れ
た

明
代
女
性
の
頭
部
装
身
具
の
真
の
意
義
を
解
き
明
か
す
。
そ
れ
は
、
中
国
古
来
の
習
慣
で
、
も
し
そ
の
女
性
の
属
す
る
社
会
的
地
位

を
、
何
ら
か
の
物
質
的
表
現
と
し
て
認
識
す
る
場
合
、
頭
部
装
身
具
が
最
も
顕
著
に
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
か
ら
で
あ
る
。
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